
大和市教育委員会表彰規程実施要領
（趣旨）
第１条　この要領は、大和市教育委員会表彰規程（昭和５５年大和市教育委員会告示第１４号。以下「規程」という。）第６条の規定に基づき、規程の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（表彰の対象）
第２条　規程第２条第１号に掲げるものは、次に定めるとおりとする。
(1) 顕著な功労を表彰すべき者として次に掲げるもの
ア　社会教育関係団体の育成発展のために１０年以上にわたり貢献し、その業績が顕著な者

イ　社会教育振興のために１０年以上にわたり貢献し、その業績が顕著な者

ウ　社会教育関係団体として民主的に運営され、多年にわたり会員の資質向上及び運営改善に努め、社会教育の振興に貢献し、その業績が顕著な者

エ　教育委員会委員として８年以上勤続し、その業績が顕著な者

オ　学校医、学校歯科医又は学校薬剤師として１０年以上在職し、その業績が顕著な者

カ　学校教育振興のために１０年以上にわたり貢献し、その業績が顕著な者

キ　その他本市の教育文化向上のために寄与した功労が顕著な者

(2) 顕著な功労による功績を表彰すべき者として次に掲げるもの
ア　本市立学校にあって、教育水準向上のために自主的研究又は改善の中心的役割を果たした　　　　　　　　
　者

イ　本市立学校の運営にすぐれた成果をあげた者

ウ　個人的研究により学術上又は教育上大きな業績を上げた者

エ　文化財及び自然の保護、育成又は保存に努め、その功績が顕著な者

オ　スポーツに係る関東大会以上の競技会において入賞し、又は県大会以上の競技会等において特に著しい記録を上げた者

カ　文化活動等で関東大会水準以上の場で優秀な成績を収め、又は県大会水準以上の場において特に著しい成績を収めた者

キ　その他本市の教育文化向上のために寄与した功績が顕著な者

２　規程第２条第２号に掲げるものは、次に定めるとおりとする。
(1) 学校その他教育機関の管理下における非常変災の際に、児童生徒等の事故に対し、身をていして未然に防止し、又は周到適切な処置により、施設、備品等の保全に貢献した者
(2) 人命救助その他徳行卓絶し、教育上他の模範となった者
（表彰の対象の例外）
第３条　前条第１項第２号の規定にかかわらず、同一の功績により、大和市表彰条例（昭和３８年大和市条例第３７号）又は神奈川県教育委員会表彰規則（昭和２４年神奈川県教育委員会規則）に基づく表彰を受けた者は、規程に基づく表彰の対象としないものとする。
（推薦調書の作成及び提出）
第４条　規程第２条各号に該当する者（以下「被表彰候補者」という。）について、その功労等に係る事務を所管する当該部等の長は、被表彰候補者を推薦することができる。
２　前項の規定により被表彰候補者を推薦するときは、当該部等の長は推薦調書（第１号様式）を作成し、規程第３条第１項に定める審査会に提出することができる。

３　前項の規定により推薦調書の提出をした者は、当該推薦調書の推薦事項に変更を生じた場合には、速やかにその旨を審査会に報告しなければならない。
（委任）
第５条　この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附　則（平成１９年４月１日決裁）
　この要領は、制定の日から施行する。
附　則（令和元年１２月１３日決裁）
　この要領は、令和元年１２月１９日から施行する。
附　則（令和２年９月２９日決裁）
　この要領は、令和２年９月２９日から施行する。
